
東京都 省エネ・再エネ住宅推進プラットフォーム規約 

令和４年６月 22日 

  

（名称）  

第１条 本会は、東京都 省エネ・再エネ住宅推進プラットフォーム（以下「本会」とい 

う。）と称する。  

  

（目的）  

第２条 本会は、2030年までに温室効果ガス排出量を 50％削減（2000年比）する「カーボ 

ンハーフ」の実現に向けて、東京都（以下「都」という。）と住宅に関連する団体（以下

「住宅関係団体」という。）が連携し、省エネ・再エネ住宅の一層の普及等を推進するこ

とを目的とする。  

 

（活動内容） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。 

（１） 省エネ・再エネ住宅の普及促進に係る情報共有及び連絡協議 

（２） 省エネ・再エネ住宅に係る消費者に対する啓発や相談窓口の設置、事業者の技術力  

向上等 

（３） 環境に配慮した住宅市街地の形成に資する情報共有及び連絡協議 

（４） その他本会の目的を達成するために必要な活動 

 

（会員）  

第４条 本会は、都並びに本会の目的及び活動に賛同し、次に掲げる要件のいずれにも該当 

する住宅関係団体をもって構成する。 

（１） 省エネ・再エネ住宅の普及促進又は環境に配慮した住宅市街地の形成に関する活動 

に、取り組んでいる又は取組を検討している団体であること（都内での活動を含むこ

と。）。 

 (２)  実施する事業や活動に関する相談等に適切に対応できる体制を備えた団体であるこ

と。 

２ 前項の規定にかかわらず、本会への参加を希望する住宅関係団体又は当該団体の代表

者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が、東京都暴力団排除条例（平成 23

年東京都条例第 54号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第３号に規定する暴力団員

又は同条第４号に規定する暴力団関係者に該当する場合には、会員の対象としない。 

３ 本会への参加を希望する住宅関係団体は、登録申込書（別記第１号様式）を事務局へ提 

出する。 

４ 都は、前項に規定する登録申込書を確認し、本会への参加を希望する住宅関係団体が第 

１項の要件を満たし、かつ、第２項に規定する団体に該当しないと認められるときは、本 

会の会員として登録した旨を登録通知書（別記第２号様式）により通知する。 

５ 会員は、登録内容に変更があったときは、速やかに、変更届出書（別記第３号様式）を 

事務局へ届け出なければならない。 

６ 会員は、退会届出書（別記第４号様式）を事務局へ届け出ることで、任意に本会から退 



会することができる。 

７ 第３項、第５項及び前項の事務局への提出等は、電磁的な方法を用いることができるも 

のとする。 

８ 都は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その会員を除名することができ 

る。 

（１） 第１項の要件を満たさなくなったと認められるとき。 

（２） 本規約に違反し又は本会の信用を著しく害したとき。 

（３） 解散又は活動を停止したとき。 

（４） 虚偽の申込みを行ったとき又は虚偽の申込みの疑いがあると認められるとき。 

（５） その他会員の活動が本会の運営に当たって重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。 

 

（連絡協議会）  

第５条 本会に、全会員をもって組織する連絡協議会を置く。 

２ 連絡協議会は、事務局が招集し、以下の事項について情報の共有及び協議を行う。 

（１） 省エネ・再エネ住宅の普及促進等に関する事項 

（２） 会員が実施する活動に関する事項 

（３） 分科会の活動に関する事項 

（４） その他本会の運営に必要な事項 

３ 事務局は、必要に応じて連絡協議会に会員以外の者の出席を求めることができる。 

 

（分科会）  

第６条 会員は、以下の事項に関して、特に緊密な情報の共有及び協議を行う必要がある場 

合に、会員の一部により組織された分科会の設置を事務局に提案することができる。 

（１） 省エネ・再エネ住宅の普及促進等に関する事項 

（２） 会員が実施する活動に関する事項 

（３） その他本会の運営に必要な事項 

２ 事務局は、分科会の設置の決定及び招集を行う。 

３ 事務局は、必要に応じて分科会に会員以外の者の出席を求めることができる。 

 

（事務局）  

第７条 本会の事務を処理するための事務局を東京都住宅政策本部民間住宅部計画課に置 

く。  

  

（秘密の保持）  

第８条 会員（その職員等を含む。）は、本会の活動において知り得た秘密を漏らし、又は自 

己の利益のために使用してはならない。本会を退会した後も同様とする。 

  

（その他）  

第９条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、別に定める。  

  

 



 附 則 

この規約は、令和４年６月 22日から施行する。 

 


